認定特定行為業務従事者認定証の登録事項変更、再交付、認定辞退の申請方法について
１ 認定特定行為業務従事者認定証の登録事項変更について

○ 認定特定行為業務従事者は、次の事項に変更があった場合、届け出てください。

・申請者氏名
・申請者住所
・研修を修了した特定行為
○ 必要書類及び留意事項

【氏名又は研修を修了した特定行為の変更】
・認定特定行為業務従事者認定証変更届出書（様式７）
・認定特定行為業務従事者認定証（原本）
・戸籍抄本又は研修修了証明書（写し）
【住所の変更】
・認定特定行為業務従事者認定証変更届出書（様式７）
・認定特定行為業務従事者認定証（写し）
≪現住所が岐阜県外の場合のみ≫　
住民票（3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの）
２ 認定特定行為業務従事者認定証の再交付について

○ 認定特定行為業務従事者認定証を紛失、汚損した場合、再交付を申請してください。

○ 必要書類及び留意事項

・認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書（様式８）
※ 汚損の場合は、認定証を添付し申請してください。

○ 紛失した認定証を発見した場合速やかに返納してください。

３ 認定特定行為業務従事者認定証の認定辞退について

○認定特定行為業務従事者認定証を返納する場合、認定を辞退する日の一月前まで

に届け出てください。
○ 必要書類及び留意事項

・認定特定行為業務従事者認定辞退届出書（様式１１）
・認定特定行為業務従事者認定証（原本）
